
三井不動産グループ（三井不動産、三井レジデンシャル、三井ホーム）
北海道森林組合連合会、北海道木材産業協同組合連合会と北海道

との建築物木材利用促進協定の概要

今後建設予定の建築物において、地域材*を利用することに努めます。
その際は合法性が確認された木材を利用します。

地域材の調達には、道内の木材生産体制へ配慮し、安定的な取引に配慮します。

必要な木材を確実に調達できるよう、必要な材積、樹種、寸法などの情報を共
有し、十分な時間的余裕をもって調整を計るよう配慮します。

森林資源の循環利用のため、伐採跡地での植林を行います。

■

■

■

■

建築物の整備にあたり、原木の供給体制を整え、求められる品質や量の合法伐
採木材の供給を適時に行うよう配慮します。

森林資源の循環利用のため、伐採跡地での植林を行います。

道内の製材工場ができる限り建築材生産に取り組めるよう、地域材の利用促
進及び施設整備への財政的支援の要請等に取り組みます。

北海道森林組合連合会

北海道木材産業協同組合連合会

北海道
三井不動産グループ及び北海道森林組合連合会、北海道木材産業協同組合連
合会に対し、技術的助言や活用可能な補助事業等の情報提供を行うとともに、
定期的な意見交換や木材利用に関する相談窓口・専門家の紹介などを行いま
す。

協定に基づく取組について優良事例として積極的に広報します。

■

■

■

■

■

＊地域材：北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材

２０５０年カーボンニュートラルの実現や山村の活性化等への貢献


